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青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
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。
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お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
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す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
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は
、
告
示
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日
か
ら
平
成
二
十
三
年
七
月
十
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
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公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
三
年
五
月
十
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ジ
ュ
ニ
ア
グ
ロ
ー
バ
ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ス
ク
ー
ル

三

代
表
者
の
氏
名

白
鳥

五
大

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
新
町
一
丁
目
一
三
の
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
国
際
交
流
事
業
な
ど
の
企
画
運
営
を
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
感

性
を
育
む
こ
と
に
よ
り
、
自
発
的
に
協
力
し
合
い
、
誰
に
も
不
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
な
く
、
世

界
中
の
人
々
と
共
に
世
界
を
機
能
さ
せ
る
子
ど
も
、
即
ち
地
球
市
民
ジ
ュ
ニ
ア
の
健
全
育
成
を
目

的
と
す
る
、
同
時
に
こ
れ
ら
の
事
業
に
関
わ
る
地
域
社
会
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
の
普
及
を
図
る

こ
と
に
よ
り
、
ま
ち
づ
く
り
及
び
社
会
教
育
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
十
三
日

中
南
地
域
県
民
局
長

川

村

昌

廣
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土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

二
十
二
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

一
六
―
一

弘

前

市

平
成
��･

�･

��

〃

農
地
災
害
復
旧
事
業

二
二
―
一

大

鰐

町

��･

�･

��

〃

農
地
災
害
復
旧
事
業

二
二
―
三

〃

��･

�･

��

〃

農
地
災
害
復
旧
事
業

二
二
―
四

〃

〃

� �

１ 図
面
番
号

国

道

道
路
の

種

類

三
三
八
号

路
線
名

三
沢
市
四
川
目
三
丁
目
一
四
五
の
一
一
八
か
ら

三
沢
市
四
川
目
一
丁
目
六
三
の
六
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 前
変
更
の

前
後
別

一
一
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
七
五
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
二
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

一
二
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

一
三
七
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



� �

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

下
湯
口
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法

(
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
十
三
日

中
南
地
域
県
民
局
長

川

村

昌

廣

一

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

畑
地
帯
総
合
整
備
事
業

二

工
事
完
了
年
月
日

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
五
日

土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
変
更

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
屏

風
山
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
住
所
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
十
三
日

西
北
地
域
県
民
局
長

石

岡

博

文

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号

平
成
二
十
三
年
度
教
科
書
展
示
会
の
開
催
時
期
、
場
所
等
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
教
科
書

の
発
行
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則

(

昭
和
二
十
三
年
文
部
省
令
第
十
五
号)

第
十
一
条
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
十
三
日

青
森
県
教
育
委
員
会
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〃

農
地
災
害
復
旧
事
業

二
二
―
五

〃

��

･

�･

��

〃

農
地
災
害
復
旧
事
業

二
二
―
六

〃

��･

�･

��

〃

農
地
災
害
復
旧
事
業

二
二
―
八

〃

��･

�･

��

〃

農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業一
六
―
一
〇
一

弘

前

市

��･

�･

��

〃

農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業一
六
―
一
〇
五

〃

〃

〃

農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業一
六
―
一
〇
七

〃

〃

〃

農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業二
二
―
一
〇
四

大

鰐

町

〃

〃

農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業二
二
―
一
〇
九

〃

��･

�･

��

〃

農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業二
二
―
一
一
二

〃

��･

�･

�	

〃

農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業二
二
―
一
一
四

〃

��･

�･

�


〃

農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業二
二
―
一
一
五

〃

��･

�･

��

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

住
所
変
更
の

年

月

日

理

事

工
藤

勝
敏

旧
住
所
つ
が
る
市
牛
潟
町
村
上
六
七

新
住
所
つ
が
る
市
牛
潟
町
村
上
六
六

平
成
��･

�･

��

� �
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同

五

戸

分

館

三
戸
教
科
書
セ
ン
タ
ー

八
戸
教
科
書
セ
ン
タ
ー

同

大

間

分

館

下
北
教
科
書
セ
ン
タ
ー

野
辺
地
教
科
書
セ
ン
タ
ー

十
和
田
教
科
書
セ
ン
タ
ー

同

深

浦

分

館

西
教
科
書
セ
ン
タ
ー

同

小

泊

分

館

北
五
教
科
書
セ
ン
タ
ー

南
黒
教
科
書
セ
ン
タ
ー

中
弘
教
科
書
セ
ン
タ
ー

同

今

別

分

館

東
青
教
科
書
セ
ン
タ
ー

教
科
書
セ
ン
タ
ー
名
称

中
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

中
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

展
示
教
科
書

三
戸
郡
五
戸
町
字
天
満
後
二
二
の
一

五
戸
町
立
五
戸
小
学
校

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
関
根
二
五
の
一

三
戸
地
方
教
育
研
究
所

八
戸
市
諏
訪
一
丁
目
二
の
四
一

八
戸
市
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
狼
丁
三
七
の
二

大
間
町
立
大
間
小
学
校

む
つ
市
桜
木
町
一
九
の
一

む
つ
市
立
大
湊
中
学
校

上
北
郡
野
辺
地
町
字
寺
ノ
沢
四
二
の
四

野
辺
地
町
立
野
辺
地
小
学
校

十
和
田
市
東
三
番
町
三
六
の
一

十
和
田
市
立
三
本
木
小
学
校

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
寅
平
六
二
の
六

深
浦
町
立
深
浦
小
学
校

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字
小
夜
一
九
〇

鰺
ケ
沢
町
立
西
海
小
学
校

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
砂
山
一
〇
七
六
の
一

中
泊
町
立
小
泊
小
学
校

五
所
川
原
市
大
字
新
宮
字
岡
田
一
六
一

五
所
川
原
市
立
五
所
川
原
小
学
校

黒
石
市
ぐ
み
の
木
二
丁
目
七
七

黒
石
市
立
中
郷
小
学
校

弘
前
市
大
字
宮
園
一
丁
目
五
の
一

弘
前
市
立
時
敏
小
学
校

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
山
崎
字
山
崎
一
〇
八
の
二

今
別
町
立
今
別
中
学
校

青
森
市
栄
町
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

青
森
市
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー

所
在
地
及
び
使
用
す
る
施
設
の
名
称

尾�
官
一

友
田

博
文

井
上

貫
之

田
嶋

節
夫

奥
本

三
男

高
松

吉
道

小
向

秀
男

坂
本

寛

西
山

淳
一

向
後

正
樹

工
藤

昭
博

阿
保

淳
士

木
村

ナ
ナ

高
坂

治
樹

伴

孝
文

管
理
責
任
者
氏
名

七
月
七
日

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

予
備
展
示
期
間
及
び
時
間

六
月
十
七
日
か

ら
七
月
六
日
ま

で

(

土
曜
日
及

び
日
曜
日
を
除

く
。)

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

た
だ
し
、

北
五
教
科
書
セ

ン
タ
ー
は
、
七

月
一
日
を
除
く
。

北
五
教
科
書
セ

ン
タ
ー
小
泊
分

館
は
、
六
月
二

十
八
日
午
前
、

七
月
一
日
及
び

七
月
六
日
の
午

後
を
除
く
。

西
教
科
書
セ
ン

タ
ー
は
、
六
月

二
十
四
日
、
六

月
三
十
日
及
び

七
月
五
日
を
除

く
。

下
北
教
科
書
セ

ン
タ
ー
大
間
分

館
は
、
七
月
一

日
を
除
く
。

八
戸
教
科
書
セ

ン
タ
ー
は
、
午

前
九
時
か
ら
午

後
五
時
ま
で

三
戸
教
科
書
セ

ン
タ
ー
は
、
六

月
二
十
九
日
及

び
六
月
三
十
日

を
除
く
。

法
定
展
示
期
間

及

び

時

間



� �

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青 森 県 報�����	
��� 
� 第3399号�

政
治
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

届

出

年
月
日

相
坂
一
則
会

相
坂

一
則

田
中

淳
一

東
津
軽
郡
平
内
町
大

字
小
湊
字
小
湊
一
六

六

平
成

��

･

�･

�

相
坂
一
則
後
援
会

相
坂

陸
秀

田
中

淳
一

東
津
軽
郡
平
内
町
大

字
小
湊
字
小
湊
一
六

六

��･

�･

�

太
田
満
則
後
援
会

木
村

勝
嗣

小
形

光
丸

東
津
軽
郡
平
内
町
大

字
小
湊
字
後
萢
三
九

の
二
一

��･

�･

�

船
橋
茂
久
後
援
会

船
橋

茂
久

塩
越

美
智
昭

東
津
軽
郡
平
内
町
大

字
小
湊
字
後
萢
一
三

の
一
三

��･
�･
�

石
田
た
か
よ
し
後

援
会

石
田

房
男

原
田

文
雄

平
川
市
猿
賀
石
林
一

七
の
五

��･

�･

��

笹
原
博
美
後
援
会

田
中

茂
勝

飯
田

猛
則

東
津
軽
郡
平
内
町
大

字
東
田
沢
字
田
沢
三

六

��･

�･

��

青
森
維
新
の
会

橘

豊

橘

裕
貴
子

八
戸
市
吹
上
四
の
一

の
二
四

��･

�･

��

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

自
由
民
主
党
藤
崎

町
支
部

会
計
責
任
者

清
水

孝
夫

鶴
賀
谷

貴

平
成

��

･

�･

�

自
由
民
主
党
青
森

県
遺
族
会
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
新
城
字

平
岡
一
〇
九
の
四
六

四

青
森
市
金
沢
五
の
一

七
の
一
三

会
計
責
任
者

田
邉

義
弘

成
田

洲
悦

��

･

�･

��

自
由
民
主
党
中
里

支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
中
泊
町
大

字
高
根
字
小
金
石
一

三
六
七
の
二

北
津
軽
郡
中
泊
町
大

字
芦
野
字
福
泊
一
八

の
二

代

表

者

野
上

祐
一

佐
藤

均

��

･

�･

��

自
由
民
主
党
青
森

市
支
部

代

表

者

森
内

之
保
留

山
内

和
夫

��･

�･

�	

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

山
内
崇
後
援
会

代

表

者

佐
藤

孝
治

長
内

敏
行

会
計
責
任
者

長
内

敏
行

佐
藤

孝
治

平
成

��

･

�･

�

幸
福
実
現
党
青
森

県
本
部

会
計
責
任
者

森

憲
作

安
部

公
人

��･

�･

	

幸
福
実
現
党
青
森

後
援
会

代

表

者

半
澤

紀

安
部

公
人

��･

�･

	

� �



� �

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等

を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

雑

報

青 森 県 報平成23年６月13日 月曜日 第3399号 �

幸
福
実
現
党
八
戸

後
援
会

会
計
責
任
者

森

憲
作

安
部

公
人

��･

�･

�

奥
本
な
お
み
後
援

会

代

表

者

奈
良

和

中
村

修

��･

�･

��

澤
田
博
文
後
援
会

代

表

者

澤
田

智
博

小
綿

一
男

会
計
責
任
者

澤
田

博
文

赤
坂

良
男

��･

�･

��

青
森
県
医
師
連
盟

代

表

者

齊
藤

勝

佐
々
木

義
樓

会
計
責
任
者

田
村

瑞
穂

伊
藤

信
一

��･

�･

��

あ
べ
春
市
連
合
後

援
会

会
計
責
任
者

竹
林

康
寿

及
川

浩

��･

�･

��

小
野
長
道
後
援
会

代

表

者

成
田

又
兵
衛

小
野

正
博

��･

�･

��

大
島
理
森
田
子
町

後
援
会

代

表

者

澤
口

勝

沢
口

勝

��･

�･

��

政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
青
森
県
青
森
市
第
三
支
部

平
成
��･

�･

�

平
成
��･

�･

��

政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

大
見
み
つ
お
後
援
会

平
成
��･

	･

�


平
成
��･

�･

��

山
内
和
夫
後
援
会

��･

�･

�

��･

�･

��

山
名
文
世
後
援
会

��･

	･

��

��･

�･

��

羽
柴
秀
吉
後
援
会

��･

�･




��･

�･

��

袴
田
邦
彦
後
援
会

��･

	･

��

��･

�･

��

届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

相
坂

一
則

(

平
内
町
長)

相
坂
一
則
会

相
坂

一
則

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字

小
湊
字
小
湊
一
六
六

平
成

��･

�･

�

船
橋

茂
久

(

平
内
町
長)

船
橋
茂
久
後
援
会

船
橋

茂
久

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字

小
湊
字
後
萢
一
三
の
一

三

��･

�･

�

� �



� �

青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
告

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
同
法
施
行
規
程
第
六
十
七
条
の
二
並
び
に

青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
定
款
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
二
年
度
決
算
の
要
旨
を

公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
十
三
日

青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合

理
事
長

福

島

弘

芳

青 森 県 報�����	
��� 
� 第3399号�� �



� �青 森 県 報平成23年６月13日 月曜日 第3399号 �� �

１  組合に属する地方公共団体等
一部事務
組 合 等

10 22 8 37 77

２  組合員数及び給料月額は、次のとおりである。

組合員数（人） 17,046 36 2,438 1 3 738 20,262

給料月額（百万円） 5,648 25 745 － 2 216 6,636

一人当たり給料月額（円） 331,331 682,958 305,646 608,000 686,667 292,408 327,513

３  組合職員の数は、次のとおりである。 (単位：人）
経理単位 業務 保健 宿泊 貯金 貸付 物資 計

人員 22 6 1 3 3 1 36

４  各経理単位別収支状況は、次のとおりである。
経　理　

　科　目

負担金 6,027,263 18,497,091 197,220 256,528
掛金 6,031,132 9,344,353 251,166

施設収入・商品売上 3,687 479,220

連合会交付金 78,616 7,416 26,657

組合員貸付金利息 342,449

受託商品手数料 10,590

495,975 1,775 13,488 3,153 1,179,028 470

その他収入 666,421 285 48,522 109,930 777 14

他経理から繰入金 36,325 200,950

前年度繰越支払準備金 1,006,785

13,731,601 27,841,444 495,975 313,936 532,570 731,845 1,288,958 370,353 10,604

給付金 6,308,565
役職員給与 146,264 49,134 6,121 20,396 22,363 6,415

旅費・事務費 11,257 3,956 1,020 5,018 4,359 638

商品仕入 601

飲食材料費 99,839

委託費 3,108 277 291,186

委託管理費 1,215 527 57,167 272 272 75

支払利息 495,975 26,761 734,495 274,292

連合会払込金 162,991 17,465

老人保健拠出金 172

退職者給付拠出金 322,757

負担金払込金 18,497,091

掛金払込金 9,344,353

貸付債権保全金 25,008

保険料 254 7 1,700 69 2,072

他経理へ繰入金 36,325 200,950

その他支出 5,413,363 139,687 238,964 241,079 21,063 14,164 1,763

次年度繰越支払準備金 991,709

13,235,882 27,841,444 495,975 301,785 493,815 725,474 781,244 357,992 10,963

差引当期利益金 495,719 0 0 12,151 38,755 6,371 507,714 12,361

差引当期損失金 0 0 359

412,673 1,513,693

114,290 113,246 797,032 209,909 16,218,579 1,305,422 403,331

利息及び配当金

計

保　健 宿　泊短　期 長　期 業　務預託金管理 物　資

（収    入）

貯　金 貸　付

年度末欠損金

（支    出）

計

年度末利益剰余金

年度末資本剰余金

組合員の種別 一般 市町村長 特定消防 長期 市町村長長期 任意継続

(単位：千円）

合計

平成２２年度決算の要旨

市 町 村 合計

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


